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様式２〔課長の仕事宣言〕 

 

学校教育課長の仕事宣言！ 

 

学校教育課長  柴 田 昌 範 

１．基本姿勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平成２８年度 学校教育課における重点施策 

 

 

 

３ 重点事業における具体的方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鳥栖市教育委員会では、「第６次鳥栖市総合計画」をもとに「鳥栖市教育プラン」を策定し、

その中で『ふるさとを愛し、ふるさとに誇りを持ち、よりよい社会の形成者としての資質能力

をもった鳥栖っ子』の育成を目指しています。そして、次代を担う児童生徒一人一人に、「確

かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の３つを育成するため、市内の各小中学校では、児童生

徒や地域の特性などの実態に応じて、特色ある学校づくりに努めています。 

 その取組の一つとして、鳥栖市では、日本人としての教養を身に付け、地域や郷土、国家を

愛する気持ちや国際社会における 日本人としての主体性を育むために、小中一貫教育の柱と

して、全小中学校で教科「日本語」に取り組みます。また、基礎・基本の定着を図るため、ICT

利活用教育の推進や TT 少人数指導の実施など、きめ細やかな教育の実施を行うことで鳥栖市

の子どもたちの学力向上に努めます。 

 また、豊かな心を育成していくための取組として、教育相談体制の充実やいじめ防止の取組

の充実、不登校の子どもへの支援の充実、道徳教育や人権・同和教育の充実等を図ります。 

 さらに、「健やかな体」を育成していくために子どもたちの体力に関する実態を継続的に把

握し、体育や保健の授業の改善や授業以外の学校全体の取組みなどをとおして運動習慣を定着

させ、一体的かつ効果的な体力向上を目指します。 

この他、今年度は、近年、対象児童生徒が増加している特別支援教育にも力を入れ、市で生

活補助員の配置を行うだけでなく、特別支援教育がより充実するように、指導主事が学校へ実

際に出向いて、支援を行います。 

●特色ある学校づくりを進めます〔４―１〕 

●豊かな心、健康な体を育む教育の充実を図ります〔４―１〕 

●特色ある学校づくりを進めます〔４―１〕 

 ①小中一貫教育及び教科「日本語」の推進 

平成 23 年 3 月策定の「鳥栖市小中一貫教育基本計画」に基づき、小中学校が目標を共

有し、教職員が一体となって学習指導や生徒指導等に組織的、系統的に取り組みます。そ

して、教科「日本語」を核とした小中一貫教育を積極的に進めます。 

〔 目 標 値 〕 

（項目名）教科「日本語」保護者や地域への公開授業実施率 

〔平成２８年度〕平成２８年度末までに全小中学校で実施（１００％） 

４月～６月 ７月～９月 １０月～１２月 １月～３月 

事業実施 事業実施 事業実施 事業実施 
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②学校評議員活用及びコミュニティスクール検討 

各小中学校で特色ある開かれた学校づくりを推進するため、学校評議員会を活用し、評

議員の方々から意見や要望等を積極的に聞き、学校運営に役立てます。また、コミュニテ

ィスクール導入についての検討を始めます。 

〔 目 標 値 〕 

（項目名）コミュニティスクール設置数 

 〔平成２８年度〕 現状値０／１２校 ⇒ 平成２８年度末 先進校１校視察 

〔５年後〕現状値 ０校／１２校 ⇒ 平成３２年度 ２校／１２校 

〔 スケジュール 〕 

４月～６月 ７月～９月 １０月～１２月 １月～３月 

第１回学校評議員会開催 第２回学校評議員会開催 コミュニティスクール視察 第３回学校評議員会開催 

 

③特別支援教育の充実 

 学級等生活指導補助員の研修会を実施したり、指導主事による各学校への巡回指導、支

援の実施をしたりするなどして、特別支援教育の充実を図ります。 

〔 目 標 値 〕 

（項目名）指導主事の学校への派遣回数 

〔平成２８年度〕 平成２８年度末までに３６回（１校３回以上） 

４月～６月 ７月～９月 １０月～１２月 １月～３月 

巡回指導、支援の実施 巡回指導、支援の実施 巡回指導、支援の実施 巡回指導、支援の実施 

 

●豊かな心、健康な体を育む教育の充実を図ります〔４―１〕 

 ①いじめ防止取組の充実事業 

 いじめはどの学校でもどの児童生徒にも生じうるという緊張感を持ち、児童等が安心し

て生活し、学ぶことができるように道徳の授業や「いじめ・命を考える日」等の教育活動

を通して、児童生徒に思いやりの心や倫理観や正義感など、豊かな心を育てます。 

〔 目 標 値 〕 

（項目名）すべての学校で鳥栖市いじめ防止基本計画について校内研修を実施  

〔平成２８年度〕 

〔 スケジュール 〕平成２８年度末までに全小中学校で実施（１００％） 

４月～６月 ７月～９月 １０月～１２月 １月～３月 

事業実施 事業実施 事業実施 事業実施 

 

②子どもたちの体力向上事業 

 子どもたちの体力に関する実態を継続的に把握し、体育や保健の授業の改善や授業以外     

の学校全体の取組みなどをとおして運動習慣を定着させ、一体的かつ効果的な体力向上 

を目指します。 

〔 目 標 値 〕 

（項目名）体力向上プランの新規作成校 

〔平成２８年度〕 

〔 スケジュール 〕平成２８年度末までに全小中学校で作成（１００％） 

４月～６月 ７月～９月 １０月～１２月 １月～３月 

事業実施 事業実施 事業実施 事業実施 

 

 

 


